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生　 徒　 会　 規　 約 

 

第１章　総　　　　　則 

　（名　　　称） 

第１条　本会は北海道白老東高等学校生徒会と称する。 

　（構　　　成） 

第２条　本会は北海道白老東高等学校の全生徒をもって構成する。 

　（目　　　的） 

第３条　本会は生徒自らの学校生活の充実や向上を目指し、自発的・自主的な諸活動を通

　　　して社会生活に必要な公民としての資質や精神を養うことを目的とする。 

　（活　　　動） 

第４条　本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

　　（１）　学校生活の充実や改善・向上を図る活動。 

　　（２）　生徒の諸活動間の連絡調整に関する活動。 

　　（３）　学校行事への協力に関する活動。 

 

第２章　組　　　　　織 

　（各　機　関） 

第５条　本会には次の各機関を置く。 

　　（１）　生徒総会　　　　（２）　代議員会 

　　（３）　執行委員会　　　（４）　選挙管理委員会 

　　（５）　会計監査　　　　（６）　専門委員会 

　　（７）　外局　　　　　　（８）　部及び同好会 

　　（９）　ホームルーム 

 

第３章　役　　　　　員 

　（役　　　員） 

第６条　本会に次の役員を置く。 

　　（１）　会長　１名　　　　副会長　２名 

　　（２）　書記　２～３名　　会計　２～３名 

　　（３）　会計監査　２名 

　　（４）　専門委員長　４名 

　　　　　　　（風紀、体育、文化、保健　各１名） 

　　（５）　選挙管理委員長　１名 

　　（６）　総会 

　　　　　　　（議長、副議長　各１名） 

　　２　前項の役員は各号相互の役員を兼ねることはできない。 
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（選　　　出） 

第７条　役員は次の各号によって選出される。 

　　（１）　会長・副会長　別に定める選挙細則に基づき、選挙管理委員会が行う選挙に

　　　　　よる。 

　　（２）　書記・会計　会長が委嘱し、代議員会の承認を得る。 

　　（３）　会計監査・後期代議員会の互選によって選出し、会長が委嘱する。 

　　（４）　専門委員長・会長が委嘱し、代議員会の承認を得る。 

　　（５）　選挙管理委員長　各ホームルームにより選出した委員の中から互選によって

　　　　　選出する。 

　　（６）　総会の議長・副議長　各ホームルームにより選出した代議員の中から互選に

　　　　　よって選出する。 

　（任　　　務） 

第８条　役員の任務は次のとおりとする。 

　　（１）　会長は本会を代表し会務を統括する。 

　　（２）　副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。 

　　（３）　書記は文書事務、連絡調整等の業務を処理する。 

　　（４）　会計は経理等の会計業務を処理する。 

　　（５）　専門委員長は各専門委員会の業務を統括する。 

　　（６）　会計監査は会計及び物品ならびに業務を監査する。 

　　（７）　選挙管理委員長は生徒会における各選挙を統括する。 

　　（８）　議長及び副議長は生徒総会の秩序を維持し、議事を整理する。なお議事進行

　　　　　に著しく妨げのある場合は、退場を命ずることができる。 

　（任　　　期） 

第９条　役員等（第６条の役員の他、各機関の構成員を含む。以下同じ。）の任期は次の

　　　とおりとする。 

　　（１）　会長・副会長・書記・会計・会計監査・各種専門委員長 

　　　　　　　１０月１日から翌年９月３０日までの１年 

　　（２）　選挙管理委員会 

　　　　　　　４月１日から翌年３月３１日までの１年 

　　（３）　各専門委員長及び各ホームルームより選出された役員 

　　　　　　　４月１日から９月３０日まで（前期）と１０月１日から翌年３月３１日ま

　　　　　　で（後期）の６ヶ月とする。ただし外局員（吹奏楽局を除く）の任期は、４

　　　　　　月１日から翌年３月３１日までの１年とする。 

　　２　本条第１項の役員等が選出されない場合は、次期役員等が選出されるまで任期を

　　　延長するものとする。 

　　３　３年生は本条第１項第１号の役員については被選挙権を有しない。 

　　４　都合により役員等が欠けた場合は、直ちに後任者を選出しなければならない。た

　　　だし、後任者の任期は前任者の残余期間とする。 
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（解職請求） 

第１０条　会員は次の場合、役員等を解職することができる。 

　　（１）　会長・副会長 

　　　　　　　代議員会において過半数以上の賛成があり、生徒総会において３分の２以

　　　　　　上の議決によるとき。 

　　（２）　書記・会計・会計監査・専門委員長・選挙管理委員長 

　　　　　　　代議員会において３分の２以上の議決によるとき。 

　　２　解職請求成立後は本規約の規定に基づき、すみやかに新役員の選出を行わなけれ

　　　ばならない。 

　　３　旧役員は新役員の決定後、すみやかに引き継ぎを行わなければならない。 

　（選　　出） 

第１１条　本会役員等の選出に関する細則は、別に定める。 

 

第４章　各　機　関　の　構　成 

　（生徒総会） 

第１２条　生徒総会は全校生徒をもって構成する。 

　（代議員会） 

第１３条　代議員会は各ホームルームの委員長・副委員長によって構成される。 

　（執行委員会） 

第１４条　執行委員会は生徒会執行部（会長、副会長、書記、会計）と専門委員長によっ

　　　　て構成する。 

　（選挙管理委員会） 

第１５条　選挙管理委員会は各ホームルームにより選出した委員（各１名）をもって構成

　　　　する。 

　（会計監査会） 

第１６条　会計監査は、後期代議員会から選出された２名によって構成する。 

　（各専門委員会） 

第１７条　各専門委員会は、次により構成する。 

　　（１）　風紀専門委員会  
 各ホームルームより２名 
    （２）　文化専門委員会  

　　（３）　体育専門委員会  
 各ホームルームより男女各１名 
　　（４）　保健専門委員会

　（外　　　局） 

第１８条　外局は次により構成する。 

　　（１）　放　　送　　局  
 希望者 
    （２）　吹　奏　楽　局

　（部及び同好会） 

第１９条　部及び同好会は希望者によって構成される。ただし、別に定める条件を満たさ

　　　　なければならない。 
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（ホームルーム） 

第２０条　ホームルームには、ホームルーム委員長、副委員長（各１名）、会計、書記、

　　（各２名）、風紀専門委員、文化専門委員（各２名）、体育専門委員、保健専門委員

　　（男女各１名）、ホームルーム議長、副議長（各１名）を置く。 

 

第５章　会　　　　　議 

　（生徒総会） 

第２１条　生徒総会は本会活動の最高議決機関である。 

第２２条　生徒総会は次の事項を審議・議決する。 

　　（１）　予算・決算ならびに本会の事業計画に関すること。 

　　（２）　規約の改廃に関すること。 

　　（３）　部の設立・廃止に関すること。 

　　（４）　役員の承認・解職に関すること。 

第２３条　生徒総会は年２回（５月、１０月）開催を常例とし会長が召集する。 

　　２　代議員会において３分の１以上の賛成を得たとき、又は会員の３分の１以上の署

　　　名により発議されたときは、臨時に生徒総会を開かねばならない。 

　（代議員会） 

第２４条　代議員会は生徒総会に次ぐ議決機関であり、生徒会執行部は必ず出席しなけれ

　　　　ばならない。 

　　２　会員は議長の許可を得て傍聴することができる。ただし、特別な場合を除き発言

　　　することはできない。 

第２５条　代議員会は次の事項について審議・決定する。 

　　（１）　生徒会行事の計画とその運営に関すること。 

　　（２）　校規の維持刷新に関すること。 

　　（３）　部及び同好会に関すること。 

　　（４）　各機関ならびに各ホームルームから提案された事項に関すること。 

　　（５）　役員の選出・解職に関すること。 

　　（６）　その他生徒会活動に関すること。 

第２６条　代議員会の議題は会長が提出する。ただし、代議員の動議による提案を妨げな

　　　　い。 

第２７条　代議員会の決定事項は代議員及びホームルームの意思を反映するものでなけれ

　　　　ばならない。 

第２８条　代議員会の開催は月１回を常例とし、議長が召集する。 

　　２　会長及び議長が必要と認めた場合は臨時代議員会を開くことができる。 

　　３　代議員の３分の１以上の署名による要求があった場合は、臨時代議員会を開かな

　　　ければならない。 

　（定　足　数） 

第２９条　生徒総会及び代議員会は構成員の３分の２以上の出席がなければ議会を開き、

　　　　又は議決することができない。ただし、緊急に必要ある場合は定足数に満たなく

　とも、出席者の合意によって会議を開くことができるが、議決することはできない。 
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　（議　　　決） 

第３０条　生徒総会及び代議員会の議決は、特別の規定がない限り議決権を有する出席者

　　　　の過半数をもって可決し、可否同数の場合は議長の採決による。 

 

第６章　執　行　委　員　会 

　（任　　　務） 

第３１条　執行委員会は本会のすべての活動の企画・立案・運営にあたる最高執行機関で

　　　　あり、会長がこれを代表する。 

　（会　　　議） 

第３２条　執行委員会は必要により会長が召集する。 

 

第７章　専門委員会及び外局 

　（専門委員会の任務） 

第３３条　本会に次の専門委員会を置き、任務は次のとおりとする。 

　　（１）　風紀専門委員会・・・校内外の規律の維持・指導等。 

　　（２）　体育専門委員会・・・体育関係行事の原案の審議・運営等。 

　　（３）　文化専門委員会・・・図書室の運営補助、生徒会誌の編集・発刊。 

　　（４）　保健専門委員会・・・会員の保健管理・校内外の美化等。 

第３４条　各専門委員会は各部門ごとの活動を担当し、その原案の審議・運営にあたると

　　　　ともに、その経過及び結果を執行委員会に報告しなければならない。 

　（外　　　局） 

第３５条　外局は執行委員会の管轄下に置かれる。 

第３６条　外局の局長は局員の互選により選出し、外局の活動以外に、生徒会行事・各専

　　　　門委員会活動、学校教育活動等に協力する。 

 

第８章　部　及　び　同　好　会 

　（目　　　的） 

第３７条　部及び同好会（以下「部等」という）は、共通の関心や興味を持つ会員をもっ

　　　　て構成し、会員個々の全人的人間形成を目指すものでなければならない。 

　（加　　　入） 

第３８条　部等への重複加入は原則として認めないが、活動に支障がなければ、場合によ

　　　　っては認めることもある。 

　（登　　　録） 

第３９条　部等への加入登録は原則として４月とする。 

　　２　前項により登録していないものによる諸活動は、本会の部等の活動として認めな

　　　い。 

　　３　第 40 条、第 41 条に関わる登録者数確認の時期は、４月中旬とする。 

　（部等の新設） 

第４０条　部等は、原則として高文連・高体連・高野連のいずれかに所属するものとする。



- 6 -

　　２　同好会を設立するする場合は、会員数が大会出場可能な人数を満たし、かつ顧問

　　　を確保したとき、代議員会に申請できる。 

　　３　代議員会は前項の申請があったときは、人数・予算・設備・活動状況を考慮して

 　　　審議決定し、総会に報告しなければならない。

　　４　同好会としての活動が１年程度経過した時点で、部への昇格を代議員に申請しな

 　　　ければならない。

　　５　代議員会は前項の申請があったときは、人数・予算・設備・活動状況を考慮して

 　　　審議決定し、総会に報告しなければならない。

　（休部および廃会など） 

第４１条　部の休部や同好会の廃会については、以下の通りとする。 

（１）　部 

ア，部員が在籍していない場合や６ヶ月間の活動が認められない場合、生徒総会（５，10
月）または代議員会（適宜）の決議により休部扱いとする。尚、ここに示す期間は、前年

度からの通算とする。 

イ，休部から６ヶ月が経ち、アの状態から回復の見込みがない場合、生徒総会または代議

員会の決議により廃部とする。 

ウ，休部扱いの部活動が休部決定日より６ヶ月以内に新入部員があり、年間活動計画が提

出された場合は、生徒総会（５，10 月）または代議員会（適宜）の決議により休部状態

から解く。 

エ，第 40 条２項に則り、新規の同好会設立は可能だが、部から降格した同好会は新設し

ない。 

オ，前記の他、教員定数上の不均衡が生じた場合や、その他やむを得ない場合等は、校長

の認めるところにより休部または廃部とすることができる。 

（２）　同好会 

ア，部へ昇格する以前の同好会の場合、会員が０人になった場合や活動が認められない

場合は廃会となる。 

イ，その他特別な事情があり代議員会で議決したとき廃会となる。 

ウ，本校職員による顧問を欠いたときに廃会となる。 

 

　　　　　（同好会に関する予算） 

第４２条　同好会へは、登録料・大会参加料は支給するが、部費・遠征費は支給しない 

 　（部等以外の活動について）

第４３条　部・同好会以外にも次のような条件を満たし、校長の承認を得た場合には、大

 　　　　会への参加を認める場合がある。

　　　　　ア.  　正式な団体に所属し、継続的に活動しているとき

　　　　　イ.  　高体連・高文連への出場を希望するとき

　  ２　承認を得た場合でも、登録料・参加料その他の生徒会からの金銭的な支出はおこ

 　　　なわない。

 　（顧　　　問）

第４４条　部等は互選によって部長を置かなければならない。 
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　　２　部等には本校教員による１名以上の教員を置き、部員等はその指導に従うものと

 　　　する。

 

第９章　会　　　　　計 

 　（会　　　計）

第４５条　本会の会計は会員の納付する会費及び入会金をもってこれにあてる。 

 　　２　会費は生徒総会の議決によらなければ増減することはできない。

 　　３　会計に関する細則は別に定める。

 　（会計年度）

第４６条　会計年度は４月１日から始まり、翌年３月 31 日に終わる。 

 

第 10 章　補　　　　　則 

 　（改　　　正）

第４７条　本会の規約は生徒総会の３分の２以上の賛成がなければ改正することができな

 　　　　い。

 

 

　　施行　　本規約は、昭和６２年４月１日から施行する。 

　　改正　　平成　８年　３月（第８章部及び同好会） 

　　改正　　平成１０年　３月（第８章部及び同好会） 

　　改正　　平成１１年　３月（第３章役員、第４章各機関の構成） 

    改正　　平成１７年　３月（第８章部及び同好会）登録 

    改正    平成２０年　４月（第９条 任期） 

　　改正　　平成２８年　４月（第１８条 外局、第３３条 専門委員会の任務） 

　　改正　　平成２９年　４月（第１８条 外局、生徒会組織図） 

　　改正　　平成３０年　４月（第１８条 外局、第２０条 ホームルーム、生徒会組織図） 

　　改正　　令和　７年　12 月（第４０条 部等の新設、第４１条 休部および廃会など、 

　　　　　　第４２条  同好会に関する予算）
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生　徒　会　組　織　図 

 

 



- 9 -

生　徒　会　会　計　業　務　細　則 

第１章　総　　　　　則 

 　（目　的）

第１条　この細則は、白老東高等学校生徒会規約第９章第 45 条第３項の規定に基づき、

 　　　会計業務の適正な執行を目的として定める。

 　（会計業務）

第２条　本会の会計業務は、生徒会顧問の助言を得て、本会計が処理する。 

 　　２　会計は、常に経理の細部について明確にしておかなければならない。

 　（会　計）

第３条　本会の会計は会員の納付する会費及び入会金をもってこれにあてる。 

 　　２　会費は年額１２，０００円、入会金は１，０００円とする。

 　（会計口座）

第４条　本会会計の預金口座は校長名義とし、その収支にあたっては生徒会顧問・教頭・

 　　　事務長・校長を経由して行うものとする。

第２章　予　　　　　算 

 　（編成方針）

第５条　会計係は、予算の編成にあたり、あらかじめ会長の定める予算編成方針を各担当

　　　者（規約第５条の各機関における責任者をいう。ただし、第５条第１・２・５・９

 　　　号を除く。以下同じ）に通知するものとする。

 　（予算概算書）

第６条　各担当者が前条の通知を受けたときは、その担当の予算について予算概算書を作

 　　　成し、指定期日までに会計に提出しなければならない。

　　２　会長及び会計は、予算の査定にあたり各担当者の説明及び資料の提出を求めるこ

 　　　とができる。

 　（予算の査定）

第７条　会計は、前条の規定により提出された予算概算書を査定し、必要な調整を加えて

　　　原案を作成し会長に提出しなければならない。 

     ２ 会長及び会計は、予算の査定に当たり各担当者の説明及び資料の提出を求めるこ

 　　　とができる。

 　（予　算　案）

第８条　予算案は会長が作成し、生徒総会において決定する。 

　　２　予算案が総会で否定されたときは、１週間以内に再度予算案を提出しなければな

 　　　らない。

第３章　収　入　及　び　支　出 

 　（会　　　費）

第９条　会費は４月から９月まで、授業料等学校納入金と共に納入する。 

 　　２　納入された会費等は原則として返還しない。

 　　３　納入された会費等は月ごとに集計し、生徒会会計口座に入金する。

 　（支　　　出）

第１０条　予算の執行にあたっては、次の事項を守らなければならない。 

 　　（１）　定められた科目に従って執行すること。
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 　　（２）　予算の配当のない執行をしないこと。

 　　（３）　予算のわくを超えて執行をしないこと。

 　　２　次の場合は会長の承認を得なければ予算の執行ができない。

 　　（１）　配当予算のわく内で、特定科目の支出が、その予算を超えるとき。

 　　（２）　予備費を使用する必要のあるとき。

第１１条　配当された予算を執行しようとするときは、次の手続きによる。 

 　　（１）　各担当者は、各担当顧問の承認を得て別記様式により会計に請求する。

 　　（２）　会計は、納品書又は請求書に基づき生徒会顧問を経て支払いをする。

 　（特別な場合の支出）

第１２条　各担当者は、緊急又は特別な事由により配当された予算の範囲内により難い事

 　　　　情があるときは、会長に申し出てその承認を得なければならない。

　　２　会長は、前項の申し出があった時は、その事情を調査・審議のうえその可否を決

 　　　定する。この場合、必要があれば予算の更正又は補正を行うものとする。

 

第４章　決　　　　　算 

 　（決　算　書）

第１３条　会計は、予算の執行状況を常に明確にするとともに、役員改選前には中間報告

 　　　　書を、会計年度末には決算報告書を会長に提出するものとする。

 　（中間報告及び決算の承認）

第１４条　会長は、前条の中間報告書及び決算報告書を生徒総会に提出し、その承認を受

 　　　　けなければならない。

　　２　会長は、生徒総会に提出する中間報告書及び決算報告書を事前に全会員に配布す

 　　　るものとする。

 

第５章　監　　　　　査 

 　（監　　　査）

第１５条　会長は、会計年度末ごとに会計監査委員による定期監査を受けなければならな

 　　　　い。　　

　　２　会計監査委員は、予算の執行又は収支に関して疑義のあるときは、いかなるとき

 　　　でも臨時監査を行いその改善を会長に勧告することができる。

　　３　会計監査委員が定期監査を実施したときは、その結果を生徒総会に報告しなけれ

 　　　ばならない。

 

第６章　諸　　帳　　簿 

 　（諸　帳　簿）

第１６条　会計は、経理を記録する帳簿等を備えなければならない。 

 　　２　前項の帳簿等は、３年間保存するものとする。

　　３　各担当者及び会計の異動があったときにはすみやかに会長の承認を得て後任者に

 　　　引き継がなければならない。
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第７章　慶　　弔　　費 

第１７条　慶弔費は、次に定められた場合について支出する。 

　　　ア.  　本校生徒会会員及び教職員が死亡した場合

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・１０，０００円

　　　イ.  　本校生徒会会員の保護者が死亡した場合

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・　５，０００円

　　　ウ.  　本校職員が転勤または退職した場合

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・　２，０００円

 　　※　上記３項については金額相当の記念品、供花などにかえることができる。

第１８条　本細則に特に定めていない場合は、執行委員会において協議のうえ決定し、代

 　　　　議員会に報告する。

 

第８章　補　　　　　則 

第１９条　この細則は代議員会の議決により改正することができる。 

第２０条　この細則は規程されていない事項は代議員会の審議による。 

 

 　　　施行　　この細則は昭和６２年４月１日より施行する。

 　　　施行　　この細則は平成１５年４月１日より施行する。

 　　　改正　　平成　８年３月（第７章　慶弔費）

      改正　　平成１４年５月２日（第１章  第３条　会費）
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生　徒　会　選　挙　細　則 

 

第１章　総　　　　　則 

 　（目　　　的）

第１条　本細則は、北海道白老東高等学校生徒会（本会と称す。以下同じ）規約第 11 条

　　　の規程に基づき、本会役員等の選出が、会員の自由に表明した意思によって公明か

 　　　つ適正に行われることを目的としてこの細則を定める。

 　（細則の適用範囲）

第２条　この細則は、本会会長・副会長の選出について適用する。 

 　（選挙権・被選挙権）

第３条　本会を構成する全生徒は、すべて平等に選挙権及び被選挙権を有する。ただし、

 　　　規約第９条第３項及び懲戒処分中にあるものはこの限りでない。

 

第２章　選挙管理委員会 

 　（構　　　成）

第４条　選挙管理委員会は本規約第 15 条によって構成され、委員長は委員の中から副委

 　　　員長・書記各１名を指名する。

 　　２　副委員長は委員長に事故のある時その職務を代行し、書記は事務を司る。

 　（任　　　務）

第５条　選挙管理委員会は、本会に関する選挙事務を管理執行する。 

 　（兼職の禁止）

第６条　委員は本会のすべての役員に在職のまま兼任することができない。 

 

第３章　選　　　　　挙 

 　（告　　　示）

第７条　選挙管理委員会は、選挙に関する日程を定め、投票日の少なくとも２週間にその

 　　　旨告示しなければならない。告示期間は１週間とする。

 　（立候補届け出）

第８条　立候補しようとするものは、告示期間の最後の３日間に次の事項を届けなければ

 　　　ならない。

　　（１）　立候補しようとするもの　役職.　氏名.　学年.　クラス名.  　

　　（２）　責任者（１名）　氏名.　学年.　クラス名. 
　　２　前項の締め切り日までに候補者の数が満たない場合でも立合演説会及び投票を実

 　　　施する。欠員が出た場合は、後日補欠選挙を実施する。

 　　３　選挙管理委員会は、立候補者の責任者になることはできない。

 　（立候補者の公示）

第９条　選挙管理委員会は立候補受付けの締切り後、ただちに立候補者名簿を公示しなけ

 　　　ればならない。
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 （選挙運動）

第１０条　選挙運動は選挙管理委員会の定める範囲を超えて行うことができない。選挙運

 　　　　動の期日は投票日の１週間前から前日までとする。

　　２　立候補者は選挙管理委員会の許可を得て所定の場所にポスターを掲示することが

 　　　できる。

 　　３　選挙管理委員会は、立候補者の責任者になることはできない。

 　（立候補者の公示）

第１１条　立候補者は、選挙管理委員会の行う立合演説会で意見を表明し、責任者に立候

 　　　　補者の応援演説をさせることができる。

 　（投　　　票）

第１２条　選挙は全会員の直接無記名投票によって行う。ただし、１人が１役職に１票ず

 　　　　つ投ずることとし、欠席者の行使は認めない。

 　　２　選挙は、投票日当日投票所において交付される投票用紙によって行う。

 　　３　選挙管理委員会は、投票終了後投票箱を閉鎖し、投票総数を確定する。

 　（無　効　票）

第１３条　次の投票は無効とする。 

 　　（１）　正規の投票用紙以外を使用したもの。

 　　（２）　立候補者の氏名以外の記載のあるもの。

 　　（３）　立候補者の氏名を判定または特定できないもの。

 　　（４）　選挙管理委員会で指定した記号以外を記載したもの。

 　　２　前号各号によりがたいときは、選挙管理委員会で審議のうえ、決定する。

 　（信任投票）

第１４条　対立立候補者のいない立候補者については信任投票を行う。ただし、信任投票

 　　　　により信任されなかった場合は再投票を行う。

 　　２　信任投票は、有効投票数の過半数をもって信任されたものとみなす。

 　（開　　　票）

第１５条　投票箱の開封及び開票業務は公開とし、選挙管理委員が行う。 

 　　２　立候補者は責任者を開票に立ち会わせることができる。

 　（当　　　選）

第１６条　立候補者が複数の場合の当選は有効投票数の単純数による。 

 　（当選者の公示）

第１７条　選挙管理委員会は、開票業務終了後すみやかに当選者を確定し、その結果を公

 　　　　示しなければならない。

 　（争　　　訟）

第１８条　会員は、本細則に基づく選挙に関して疑義または争いのある時は、第 17 条の

　　　　公示のあと１週間以内に、選挙管理委員会に理由書を付してその旨を申し立て調

　　　　査または審査を要求することができる。この要求は 10 名以上の賛成者の連署を

 　　　　得て書面で行うものとする。

　　２　前項の請求があった時は、選挙管理委員会で調査または審査をし、その結果を申

 　　　立人に書面で回答するとともに公表しなければならない。
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 　（解職請求）

第１９条　生徒総会または代議員会において、本規約第 10 条に基づく解職請求が議決さ

　　　　れた場合は議決書が提出されてから２日以内に選挙管理委員会を開催しなければ

 　　　　ならない。

 

第４章　附　　　　　則 

 　（改　　　正）

第２０条　本細則は、代議員会の３分の２以上の議決により改正することができる。 

第２１条　本細則についての疑義及び本細則に定めのない事項は、本規約並びに本細則に

 　　　　反しない限り、選挙管理委員会が審議の上決定することができる。

 

 　　　施行　　本細則は昭和６２年４月１日から施行する。

 　　　改正　　平成１１年８月（第１章総則・第３章選挙）

改正     平成１９年４月（第１章細則・第１６条当選）
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　対　外　行　事　参　加　規　程 

 （目　的）

第１条　この規程は特別活動の充実をはかるとともに、生徒の心身の発達を促し、加えて

 　　　対外活動への参加について適正を期するために定める。

 （範　囲)

第２条　この規程でいう対外活動の範囲は次のとおりとする。 

 　　１　高体連・高野連・高文連主(共)催の大会・行事

 　　２　国民体育大会及びこれに関連する行事

 　　３　上記以外の大会で参加することが教育的価値があると校長が認めたもの

 　　４　その他

 　　（１）練習試合(合同チームでの練習は除く)

 　　（２）合宿

 (練習試合の回数)

第３条　練習試合の回数は年間を通じ１０回以内とする。 

 　　　　　　(町、協会等主催の大会も含む)

 (合　宿)

第４条　合宿については「合宿規程」による。 

 (参　加)

第５条　対外活動の参加が認められる者は次のとおりとする。 

 　　１　部・外局・同好会等に所属している者

　　２　個人又はグループについては、教員又はそれに替わる引率者がいて校長が承認し

 　　　　た者

 (日　数)

第６条　対外活動の参加に際して認められる日数は原則として次のとおりとする。 

 　　１　地区大会での大会は当日のみとする。

 　　　　但し、主将会議については必要な日数を加算する。

 　　２　上記以外の地域での大会については旅行日も含めた日数とする。

 　　３　練習試合については日帰りで、授業等に支障がないこと。

 (参加が認められない者)

第７条　次に該当するものは対外活動の参加は認められない。 

 　　　但し、特に必要のあるときは校長の承認を得、認めることができる。

　　１　保護者の承諾が得られない者 

　　２　健康上の理由で参加不適当と診断された者 

　　３　成績不振の者(評価１がある者) 

　　４　学校による指導処置期間中の者 

　　５　出席日数が出場の時点で８０%を欠く者 

　　６　顧問及び HR 担任が指導上不適格と判断した者     　　　　   （平成５年改正） 

                                                　　（平成１９年４月１日一部改正） 

                                                　　（平成３０年４月１日一部改正） 
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 （手続き）

第８条　対外活動の参加については次の手続きにより校長の承認を得なければならない。 

 　　　(原則として３日前までに行うものとする)

 　　１　対外行事参加許可願

 　　２　その他必要書類

 （特　欠)

第９条　対外活動へ参加した者の出欠については「教務規程細則」による。 

 （経　費)

第１０条　対外活動の参加に必要な経費の支出については別に定める細則による。 

第１１条　この規程によることができないものについては校長が決定する。 
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対外活動の参加に必要な経費の支出に関する細則 

 

第１条　対外活動の参加に関する経費の支出についてはこの細則による。 

 （範　囲）

第２条　この規程により経費が支出される範囲は次のとおりとする。 

　　1  　高体連・高野連・高文連主(共)催の大会・行事

　　2  　国民体育大会及びこれに関する行事

　　3  　日帰り合宿、遠征、練習試合等

　　4  　上記以外で参加することが教育的価値があると校長が認めたもの

 （支　出）

第３条　この規程により支出される経費は次のとおりとする。 

　　1  　団体登録費及び参加料

　　2  　交通費

　　（1  ）実費を支給する。(学割料金、８人以上は団体割り引き料金)

　　（2）開催地が JR  白老駅から１００㎞以上については特急料金を支給する。

     (3)  苫小牧市内及び白老町内での大会は交通費が支出されない。

　　3  　宿泊費

　　（1  ）旅館等に宿泊する場合は７０００円を限度として実費を支給する。

 （人　数）

第４条　この規程で認められる人数は次のとおりとする。 

　　1　選手として登録されている者で当該大会要項の定めによる。(マネージャーを含む) 

 （宿　泊)

第５条　この規定で認められる宿泊数は次のとおりとする。 

　　1　開催地が遠距離にあり宿泊を要すると認められる場合で、宿泊数は大会・行事開

　　　催前日から出場資格を失う前日までとする。但し、出場資格を失った日に帰校でき

 　　　ない場合は校長の指示による。

 （回　数)

第６条　対外活動の参加に関する経費の支出回数は次のとおりとする。 

　　1  　体育部系　　　　　　　　　　　　　　　　年間３回以内

　　2  　文化部系　　　　　　　　　　　　　　　　年間３回以内

　　3　その他学校が認めた機関及び団体　　　　　年間１回とする 

 (残金の返還)

第７条　事情により参加経費に剰余があったときは、その旨を報告し、残金を返還しなけ

 　　　　ればなない。

第８条　対外活動に必要な経費の支出は生徒会が行う。 

第９条　この規程によることができないものについては校長が決定する。 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和４年４月８日一部改正）
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　合　宿　規　程 

 

１.　この規程は特別活動の一層の発展と合宿がより効果的な心身の鍛練の場として適正

　  に運用されることを期して定めたものである。

２.　合宿を行うときは、長期休業中については指定された日までに、それ以外について 
    は１週問前までに「合宿願」を提出し許可を得ること。

３.  　合宿を行うにあたっては次の条件を満たすこと。

 （１）顧問又はそれにかわる教員が合宿の全期間、宿泊を共にし指導にあたること。

 （２）高校生の合宿所として適当な施設であること。

 （３）場所は練習試合に関する規則に準ずる。

　　但し、上記に適当な合宿環境が得られないとき、又は効果を上げるために止むを得な

 　　いと顧問が判断した場合は校長の承認を得て、他の場所で行うことができる。

４.  　合宿については、通算１０日以内とする。

　　但し、高体連・高野連・高文連・国体の全道・全国大会への出場権を得たとき、又は

 　　各協会の強化選手に指定されたものについてはこの限りでない。

５.  　合宿中は全員が目的をよく理解し、次の事項を厳守すること。

（1  ）日課表等を作成し、規律正しい生活をすること。

（2  ）関係者以外の出入りや無断外出をしないこと。

（3  ）保健衛生や火気には充分注意すること。

（4  ）その他校則等に違反する行為がないこと。

 ６．規程に違反することがあった場合はただちに合宿を中止させることがある。

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２７年５月１９日一部改正）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和４年４月８日一部改正）
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対外行事参加願いと保護者の承諾書について 

 

１.　大会及び練習試合に出場する場合には参加願いを提出し、承諾書は顧問が保存する。 

２.　本校で練習試合をする場合は、通常の部活動(練習)とみなし参加願いは提出しなく

 　てもよい。また、承諾書も必要としない。ただし校舎使用簿に明記すること。

 

　     施行　　この細則は昭和６２年４月１日より施行する。

 　　　改正　　平成１３年１１月１９日　一部改正

               平成１３年１１月２２日　一部改正

              平成１９年　４月　１日   一部改正

               平成２１年　４月　１日　一部改正
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対外出場に関わる申し合わせ事項 

 対外出場委員会

 

　本校に既存する部・外局・同好会以外で活動している生徒に対して、４月の段階で担任

 に把握してもらい下記の事項について説明する。

 　例）剣道、空手、水泳、少林寺

 

 

１　本校教員が引率して出場できる大会等は、高体連・高文連が主催するもので、１回の

 　みとする。ただし、教員の引率を伴わない大会等については、その限りでない。

 

 ２　１については、予選のあるなしにかかわらず、１回のみとする。

 

 地　区　大　会 全　道　大　会 全　国　大　会

 回　数

出　場 勝　敗 出　場 勝　敗 出　場

○ × １

○ ○ ○ × １

○ × １

○ ○ ○ ○ ○ １

○ ○ ○ １

 以上のことを説明して、生徒・保護者に理解してもらう。

 

 ３　引率教員については、原則として該当学年で対応してもらう。

 

 ４　地区大会については、経費（参加料、出品料、旅費等）は一切支給されない。

 

５　大会出場に伴うすべての経費については１の場合だけとし、体文会計より支出する。


